【袋井土木（情報提供）】　　　　
≪企画検査課の安田検査監より情報提供≫

アクシデントニュース速報
（令和４年度　1018　埋設管の損傷、１018　飛来・落下、１019　切傷）

工事検査課から、３件の工事事故について、以下のとおり速報が届きましたので情報提供します。 

〇　工事事故 

　１　道路改築工事における歩道路盤施工中の埋設管損傷事故 

　２　砂防工事における枯れ枝の落下による人身事故 

　３　建築工事における仮設ボード裁断中の左手人差し指を切る労災事故 
　 

貴協会員の受注工事で同様な現場がありましたら、十分にご注意くださいますようお願いします。 
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 

****************************************************
　静岡県 交通基盤部　袋井土木事務所
　企画検査課　検査監　　安田　剛　　　
　〒437-0042　袋井市山名町２の１
　TEL 0538-42-3216　　FAX 0538-42-1782
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**************************************************** 

１　道路改築工事における歩道路盤施工中の埋設管損傷事故 

　　10月18日、道路改築工事において歩道部の路盤施工中に、走行中の重機の重量により
上水道引き込み管を損傷し住宅２件が断水する物損事故が発生しました。 

　 　道路から離れた住宅の配管が未確認であったことや、同時期に周辺で工事を実施する
業者との情報共有が不十分だったことなどが原因として考えられます。 

　 埋設管の事故の発生は今年度も４件目と多く、十分な注意が必要です。 
　「静岡県地下埋設物の事故防止マニュアル」等に基づき十分な事前確認を行い、事故防止対応を
お願いします。 

２　砂防工事における枯れ枝の落下による人身事故 
　　 
　　10月18日、砂防工事において、渓流保全工のブロック積の裏込め作業中に、ブロック積の
上段法面（民地）から枯れ枝１本(直径10cm、長さ2.7m)が落下し法面衝突時に２本に折れ、
そのうちの１本（長さ1.5m）が作業員に接触する人身事故が発生しました。 

　 現場周辺の危険個所の安全確認が不十分だったことなどが原因として考えられます。 

　 現場で作業を実施する前には、浮石や枯れ枝が無いかなど現場周辺の状況を十分確認し、
作業員の安全を確保し、事故防止に努めてください。 


３　建築工事における仮設ボード裁断中の左手人差し指を切る労災事故 
　　 
　　10月19日、建築工事において、コンクリートはつり時に使用する粉塵防止の仮設ボードを、
カッターで裁断して処分する際に、誤って左手人差し指を切る労災事故が発生しました。 

　 作業台を使わず壁に立てかけた不安定な状態で作業を行ったこと、正規の定規を使用しなかった
こと、よそ見をして作業を行ったことなどが原因として考えられます。 

　 切断作業は安定した作業台で適切な工具を使用して行うことや朝礼や新規入場者教育等で、
作業手順や作業開始時の安全確認の実施について作業員全員に周知徹底することなどにより、
事故防止に努めてください。 


　-----　安全はすべてに優先する　----- 

　※県交通基盤部・経済産業部で発注した工事等で発生した工事事故を皆さんで共有するため、 
　アクシデントニュース速報として情報提供をしていきます。 


☆　死亡事故ゼロ、傷害事故ゼロ、公衆事故ゼロを目指して 
☆　　　　　「交通基盤部工事事故防止行動計画」の実践を　 
☆ 
☆　静岡県交通基盤部　建設支援局　工事検査課　 

